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Ⅰ．循環の森づくり推進協議会登録森林の概要 

 

 

 

１．森林の所有者： 循環の森づくり推進協議会会員 １６名 

 

 

２．森林の管理者： 循環の森づくり推進協議会 

          会 長   藤 岡 孫 一 

          北海道勇払郡むかわ町穂別４３３番地 

 

３．森林の所在地： 北海道勇払郡むかわ町穂別地区内 

 

 

４．森林の面積 ：    ３，７９０．４３ｈａ   団地数：２４団地 

 

  【森林の所有者別内訳】  

会 員 氏 名       人 工 林(ha) 天 然 林(ha) そ の 他(ha) 計(ha) 

む か わ 町       1285.83  985.02  7.97 2278.82  

渥 美 伊 都 子  101.57 413.35  41.04  555.96 

  蔦 森 幸 治 外 １ 名  293.40  25.08   318.48 

藤 川 隆 義  136.40  11.94 52.96  201.30 

穂 別 苫 小 牧 森 林 組 合   54.64 108.04  2.56  165.24 

山 九 ( 株 )         56.01  12.84    68.85 

蔦 森 勝 征   55.40     55.40 

森 本 富 士 雄    8.80  21.33    30.13 

藤 川 隆 志   28.72     28.72 

伊 藤 好 一   13.12   8.42    21.54 

関 谷  博   12.60   1.88    14.48 

宮 田 重 広   11.31   2.57    13.88 

吉 井  久   3.88   9.24    13.12 

長 尾 輝 行   6.00   4.52    10.52 

緒 方 勝 助   8.39  0.72    9.11 

宮 崎 陵 滋   4.88      4.88 

合  計 20 80.95  16 04.23  10 5.25  37 90.43  
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 ５．森林資源の構成 

 

 ６．森林の沿革・概要 

 （１）地域の概要 

 申請森林の所在する穂別地区は、北海道胆振支庁管内最東部のむかわ町の北部に位置し、周囲

を日高山地や夕張山地に囲まれた山村地域である。穂別地区の東北部から南部にかけては、上川

管内占冠村を水源とする一級河川の鵡川が流れ、下流の鵡川地区を経て太平洋に注ぎ道内でも有

数のシシャモの漁場として漁業が営まれている。 

また、西北部からは夕張山地に水源を発する穂別川が流れ、穂別市街において鵡川に合流する。

この両河川沿いには、肥沃な農耕地が開け、集落が形成されている。 

 むかわ町の総面積は、７１，２９１ha（旧鵡川町１６，６４３ha、旧穂別町５４，６４８ha）

でそのうち森林面積は５６，６２６ha（旧鵡川町８，３０８ha、旧穂別町４８，３１８ha）と総

面積の約７９％を占めてる。民有林面積は３６，４０４ha でそのうち道有林１２，９５１ha（旧

穂別町）、一般民有林２３，４５３ha（旧鵡川町８，２３５ha、旧穂別町１５，２１８ha）とな

っている。カラマツ及びトドマツを主体とした人工林は一般民有林に多く、一般民有林の人工林

面積は１０，０４９ha（旧鵡川町３，１９４ha、旧穂別町６，８５５ha）で、人工林率は全道平

均を上回る４３％となっている。 

 むかわ町穂別地区の主要な産業は、森林組合を中心とする林業、林産業及び農業の第１次産業

であり、農業では米、長いも、メロン等の栽培が盛んである。メロンは近年、「ほべつメロン」

のブランドで徐々に知名度を上げてきている。 

 地区内の一般民有林の主な担い手は穂別地区を本拠地とする穂別苫小牧森林組合で、森林整備

の実施から木材の買取、自社製材工場での加工といった森林管理から加工流通までの一貫した体

制を築いており、総取扱高北海道一の安定した経営を行っている。森林組合は平成１９年７月よ

り近隣の２組合と広域合併することとなっており、今後は広域的な森林管理体制構築が求められ

ている。 
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 （２）森林の沿革 

 鵡川流域は温帯北部に属し、原植生としては下流域はミズナラ、カンバ類などの広葉樹林、上

流に進むにしたがいトドマツ、エゾマツと混交し、上流域では針広混交林を呈していた。また、

標高の高い地域や山頂付近は風衝が強くササ地となり、ダケカンバの散生した林分となっている。 

穂別地区では明治初期に最初の造材が行われたとされ、その後、特に苫小牧地区の王子製紙の

原料木供給地として名をはせ、また、広葉樹の優良木はヨーロッパの家具材としても注目され、

穂別から産出されたナラ材は、特に穂別オークとしてもてはやされた。また、製炭業も活発であ

り、天然林が薪炭林としても活用されてきた。 

戦後は復興期の需要増大に合わせ、伐採量が増加したが、昭和３０年代に入るとそれまでの過

伐による資源量減尐や国の造林政策を背景に伐採量が減尐し、替わってカラマツを中心とする造

林事業が急増した。しかし、昭和５０年頃から造林事業は急速に減尐に転じ、その後は間伐等の

保育事業中心の林業形態に移行している。 

以上の様な経過を経て、天然林は伐採後の天然更新によって再生した二次林が主体で、人工林

は７～１０齢級の林分が圧倒的に多く、30 年生以下の林分の尐ないやや偏った構成となっている。 

 

 （３）対象森林の現況 

認証対象森林の人工林率は５５％と半数をこえており、その樹種別ではカラマツが７７％、ト

ドマツが１２％、ストローブマツが６％などとなっている。齢級別で見ると、保育期の１～４齢

級で１２％、間伐期の５～７齢級で２４％、主伐期に相当する８齢級以上で６４％となっている。

特に８～１０齢級に集中しており、若齢級は近年、再造林面積がやや増加する傾向にあるものの、

全体の割合からみると低位な状況にある。また全体としてはカラマツの割合が高いが、２～５齢

級ではカラマツ、トドマツの割合が同程度となっている。 

天然林についてはナラ類、イタヤ類などを主体とする広葉樹林が大半で、一部にトドマツの混

じった針広混交林も見られる。長和地区などに高齢級の天然林も見られるが、全域で過去に択伐

が行われており、そのほかの天然林も伐採後に天然更新した二次林である。 

安住地区に４０㌶を越える近年の伐採跡地が２箇所あるが、１箇所については現在年次的に造

林を実施し、解消を図っている。もう１箇所についてはすでに萌芽による更新が進行しているこ

とから、天然更新の推移を見守っているところである。 

当面の主な課題は、やや遅れ気味の６～７齢級林分の確実な間伐実施と、伐採跡地の確実な更

新、及び保全上重要な急傾斜地等に植えられた人工林の長伐期化と混交林化などの推進である。 

 

 （４）森林の管理 

「循環の森づくり推進協議会」は、穂別苫小牧森林組合が中心となり、むかわ町と、「循環の

森づくり推進協議会―森林づくり基本指針」による森林管理に同意する森林所有者(14 名)とで立

ち上げたグループで、「森林認証制度の取組を推進することにより、森林管理レベルを向上させ、

持続可能な森林管理を行う（同協議会規約より）」ことを共通の目的としている。 

同協議会登録森林の管理の主体である穂別苫小牧森林組合（藤岡孫一代表理事組合長）は、北

海道胆振支庁管内むかわ町穂別地区（平成 18 年、「穂別町」と「鵡川町」が合併、町名を「むか

わ町」に改名）に所在し、平成 17 年度末現在、組合員数 439 名、組合加入面積 12,543ha、払込済

出資金 45 百万円、業務執行体制は、役員 12 名（常勤１名）、従業員 40 名（事務職員 14 名、工

場職員 26 名）により運営されている。 

平成 16 年２月に北海道森林組合育成方針による中核森林組合として認定を受け、経営基盤や執
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行体制を強化するなど、地域林業の主要な担い手として積極的な事業展開をしている。組合事業

としては森林造成事業（植付、下刈、除間伐等）、素材生産事業、加工事業（製材、チップ、土

木用資材）、林産物販売までの一連の事業運営により、平成 17 年度の総取扱額は 1,872 百万円で

全道一を誇る。 

森林施業は、経験豊富な６班の労務班が担っており、研修等によって林業技術の向上に努め、

穂別苫小牧森林組合の一端を築いてきた。 

労務班の保有する林業機械はトータルでクレーン２０台（内ハーベスタ４台）、ブルドーザー 

１９台を保有している。 

 

 （５）機能区分、制限林・保護林等の状況  

 

   【公益的機能別施業森林の区域】                                    （ 面 積 h a ）  

         

  2 , 0 0 1 . 5 9  1 , 5 2 5 . 4 5  1 0 5 . 2 5  3 , 6 3 2 . 2 9  

  7 9 . 3 6   7 8 . 7 8     1 5 8 . 1 4  

          

    2 , 0 8 0 . 9 5  1 , 6 0 4 . 2 3  1 0 5 . 2 5  3 , 7 9 0 . 4 3  

 

   【 保 安 林 指 定状 況 】                               （ 面 積 h a ） 

         

  4 1 9 . 2 0   2 3 . 2 2     4 4 2 . 4 2  

  1 1 9 . 7 5  1 0 2 . 4 0  9 . 2 7   2 3 1 . 4 2  

      1 . 7 3     1 . 7 3  

  3 . 0 0        3 . 0 0  

    5 4 1 . 9 5  1 2 7 . 3 5  9 . 2 7  6 7 8 . 5 7  

 

 （６）林道・作業道の整備状況 

 

林 道   ６３，５０３ｍ 

作業道   ３８，９４２ｍ 

総延長  １０２，４４５ｍ 

路網密度 ２７．０３ｍ／ｈａ 
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 （７）過去５年間の施業履歴と収穫実績 

       【施業履歴】                              （面積 ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【収穫実績】                              ( m ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （８）過去５年間の森林被害（病虫害・獣害・森林火災・気象害）の記録      (面積 ha) 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 ※１５年度の野ねずみによる食害については、平成１６年度に植栽済み 

    ※１６年度の台風被害地は、被害木の整理伐実施後、平成１７年度１１月植栽済み 

          着雪被害地は、平成１９年５月植栽予定 
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 ７．認証対象森林の経営方針  

循環の森づくり推進協議会の定める「森林づくり基本指針」を以下に抜粋する。 

 

 ―ⱦ ǵ Ǭǖȑ Ӳ ̝ ǬǖȑḨ Ě 

１．指針の目的 

環境に調和した持続可能な森林管理の実現と森林資源の循環利用の促進を図るため、森林づ

くりの基本的な方向性を明らかにするために「森林づくり基本指針」として定めます。 

 

２．森林づくりの目標 

（１）森林の持つ多面的な機能の維持・向上をめざします。 

（２）環境に調和し、資源を循環利用していく持続可能な森林づくりを進めます。 

（３）森林づくりをとおして、持続可能な山村づくりに貢献していきます。 

（４）森林から生まれる恵みを最大限に活用し、森林づくりに活かしていきます。 

 

３．森林づくりの指針 

（１）法令等の遵守 

 ・国際条約、森林法その他の法令を遵守し、森林計画制度に沿った森林づくりを進めます。 

 ・ＳＧＥＣ森林認証の基準を遵守した森林づくりを進めます。 

（２）森林管理の進め方 

 ・森林施業計画の実行状況の把握や森林の現況把握のために森林巡視を実施し、各種情報を記 

  録していきます。 

 ・地域内の森林の生育状況を記録するためモニタリング調査を実施します。 

 ・森林調査簿、森林計画図等の情報を常備するとともに、森林ＧＩＳを活用し、正確な現況把 

  握に努めます。 

 ・林業従事者に対する労働安全対策、森林づくりの指針、環境に配慮した作業等の指導、周知 

  徹底に努めます。 

 ・森林病害虫の防除対策に努めます。 

 ・山火事に対する予防と発生時の対策に努めます。 

（３）森林づくりの進め方 

 ・森林整備計画の管理目標をより明確にした独自の森林区分（別記）を設け、それぞれの区分 

  に応じた森林づくりを進めます。 

 ・大面積の皆伐は避け、水源涵養、土砂流出防止等の機能が特に求められる森林については非 

  皆伐施業を行います。 

 ・伐採後は確実に更新を図ります。人工造林の際には過去の生育経過等を考慮し、適地適木の 

  樹種を選定します。 

 ・下刈り、除間伐などの保育作業を必要とする森林には適期に施業を実施します。 

 ・路網の開設にあたっては、水資源や林地の保全に配慮します。 

 ・水源・水系は伐採を控え、自然林に誘導します。 

 ・区域内の動植物の生育状況を把握し、優良天然林等は箇所に応じて保全することとし、生物 

  多様性の保全に努めます。
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（４）森林資源の有効活用 

 ・廃棄物ゼロを目指し、森林から産出される資源についてはできるだけ活用します。 

 ・森林資源を利用する際は、ＳＧＥＣ森林認証制度を活用し、本協議会の対象森林から産出さ 

  れたものであることを積極的にＰＲしていきます。 

（５）その他 

 ・対象森林の状況や管理方針等は一般に公開します。 

 ・住民が森林にふれあうことのできる機会と場所を積極的に提供します。 

 

 

 

 ８．認証対象森林の環境方針 

循環の森づくり推進協議会では、関係法令および SGEC 森林認証の基準・指標を遵守し、森林

施業を通じて地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全などに努めるとともに、環境面の

知識を増やし、持続可能な森林経営を目指して、以下の通り取り組みます。 

    

１．環境保全に関する法令を厳守し、林業経営と環境保全の両立をめざします。 

 

２．適切な森林整備に取り組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図ります。 

 

３．各種施業の実施にあたっては、土壌及び水資源の保全に努めます。 

 

４．保護樹帯の設置、水辺林（河畔林）の保全など動植物の生息・生育環境の保全に努めます。 

 

５．適切な森林整備に取り組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、国産材

・地域材の循環利用を促進し、地球環境温暖化防止に貢献します。 

６．施業の実施にあたっては、化石燃料および大気汚染物質、廃棄物の削減に努めるとともに、 

     廃棄物が出た場合は、地域で定められた方法により適切に処理します。 

７．森林病虫害防除にあたっては、生態的防除に努め、林業薬剤等を使用する場合は、適切な

管理のもと必要最低限の量とします。 

８．モニタリングを実施し、持続的に森林の状況及び林内に生息・生育する動植物を把握しま

す。 

９．調査研究・教育のため、地方自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限り

協力します。 

１０．生物多様性の保全に関する知識の習得に努めます。 

 

１１．動植物のモニタリング調査により、貴重な動植物が見つかった場合、関係機関に連絡す

るとともにその保護の体制を整えます。 
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 ９．施業指針の概要 

循環の森づくり推進協議会では、むかわ町森林整備計画及び SGEC の基準・指標に準拠した独

自の「森林づくり基本指針」及び「生物多様性の保全を考慮した施業指針」を作成しており、そ

れに従って、森林の整備が図られている。 

「森林づくり基本指針」は、むかわ町森林整備計画に定めるゾーニング区分の箇所ごとの管理

目標をより明確にするために設けられたものであり、認証の対象となる森林は、「保全すべき森

林（保全の森）」と「活用すべき森林（活用の森）」に分けられ、それぞれ目標に応じた森林整

備が実施されている。 

【森林区分の指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10．地域との連携 

循環の森づくり推進協議会は、持続可能な森林管理を行うことを目的とする森林所有者、むか

わ町、穂別苫小牧森林組合とで組織された協議会で、森林認証制度の取組みを推進することによ

り、地域の森林管理レベルを向上させようとするものである。 

協議会はその目的を実現するため、森林認証制度の普及、啓発及び取得に関すること、森林環

境の保全と森林環境教育に関すること、森林ボランティア活動に関すること、その他林産資源の

循環利用促進に関する施策の提言や活動を努めて行うこととしている。 

森林認証を取得するにあたって検討された、生物多様性への配慮や、過去の施業を整理し見直

すことの重要性など、これら知見をこれからの協議会メンバーや地域の他の森林所有者にも普及

し、共有していくことを目指して活動していく。 

 

 11．森林環境教育などの取組 

同協議会では、「会員をはじめ、認証森林に携わる者は、生物多様性の保全・森林環境保全に

関する知識を深めるよう努力を怠らないとともに、その考え方をより多くの住民に伝えることが

必要である。」との認識のもとで、イベントへの参加、マスメディアなどでの情報公開を積極的

に行うとともに、展示林・体験の森などを活用した見学・体感イベントなど、様々な森林環境教

育の取組を計画している。 

これまでメンバー個々に行ってきた、親子ふれあい体験学習による森林体験学習や、マザーズ

・フォレスト町民植樹祭など、既存のイベントで培ってきた経験をメンバーで共有・検証し、よ

り深い知識、わかりやすさ、興味を引く取組となるよう内容の充実を図っていくこととしている。 
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Ⅱ．審査経過 

 

１．循環の森づくり推進協議会管理森林の審査経過 

循環の森づくり推進協議会管理森林の審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、野田昭一、 

橋場一行、米田鉄夫、吉田力の５名が担当した。 

 

【審査申込】 

平成 18 年 11 月 20 日／審査申込を受け、下記について説明を行った。 

 １．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

 ２．基準・指標・ガイドラインの説明 

 ３．審査手項及び毎年の管理審査の説明 

 ４．審査申込書の受付 

 ５．確認資料の説明 

 

【企画審査】 

平成 19 年 3 月 28～30 日／「企画審査」での現地確認 

 

（審査員） 

 (社)全国林業改良普及協会 審査員   児島 裕 

                           専門審査員  橋場一行 

              専門審査員 米田鉄夫 

              専門審査員 吉田 力 

（場 所） 

 穂別苫小牧森林組合事務所 

 むかわ町穂別総合支所 

 循環の森づくり推進協議会登録森林  

（出席者） 

 むかわ町穂別総合支所農林商工課技師 日月 伸 

 穂別苫小牧森林組合参事       高橋富士雄 

     〃    森林整備課長   豊岡 義博 

     〃    管理課      土屋 匡規 

 

（内 容） 

 １．「企画審査」のための現地状況確認。 

 ２．むかわ町の自然環境・森林環境・社会状況全般の把握 

 ３．森林の管理状況の把握。 

 ４．むかわ町の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

 ５．地域森林計画及び市町村森林整備計画の確認。 

 ６．森林簿・及び森林計画図の確認。 

 ７．制限林の設置状況 

 ８．むかわ町における木材の生産過程及び加工の流れについて 
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平成 19 年 4 月 27 日／審査要件の設定 

「企画審査」での現地確認の結果等により、ＳＧＥＣの７つの基準・36 の指標・67 のガイドラインに

基づき設定した「審査要件」から、別紙「審査判定表」の 64 頄目を「審査要件」として決定し、申請

者に「審査要件」を伝えた。 

 

 

【確認審査】 

平成 19 年 5 月 30 日～6 月 1 日／「確認審査」での現地確認 

 

（場 所） 

 穂別苫小牧森林組合事務所 

 むかわ町穂別総合支所 

 穂別博物館 

 循環の森づくり推進協議会登録森林 安住地区 

                  富内地区 

                  福山地区 

                  稲里地区 

                  長和地区 

                  平丘地区 

                  穂別地区 

                  和泉地区 

                  仁和地区 

（審査委員） 

    元東京大学教授・農学博士    山根明臣 

（審査員） 

 (社)全国林業改良普及協会審査員    児島 裕 

       〃     専門審査員  吉田 力 

（出席者） 

 むかわ町穂別総合支所農林商工課技師  日月 伸 

 穂別苫小牧森林組合参事        高橋富士雄 

     〃    森林整備課長    豊岡 義博 

     〃    管理課       土屋 匡規 

 

（聞き取り対象者） 

 北海道水産林務部森林環境局森林活用課主任普及指導員 

                    菊池 貴幸 

 北海道胆振森づくりセンター専門指導員 佐々木 健 

 北海道森と緑の会常務理事       奈良  賢 

 むかわ町穂別総合支所農林商工課長   今荘 光男 

 むかわ町立穂別博物館館長       柏  恵一 

 穂別自然を守る会                    村上 隆 

 長尾工業株式会社(請負作業班)班長   長尾 正二 
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（内 容） 

１．循環の森づくり推進協議会員全 16 名の同意書により、SGEC 森林認証への参加意志を確認。 

２．「確認審査」での現地管理状況の確認。 

３．対象森林に関する確認資料の内容について、質疑応答及び関連資料の確認。 

４．穂別地区の自然環境及び希尐野生動植物の状況について関係者から聞き取り。 

５．希尐野生動植物の保護地等・保護状況について 

６．むかわ町の文化財等について。 

７．地域での森林環境教育の実施状況及び、取組への申請者の貢献について関係者より。 

８．地域での労働安全対策と実施状況について関係者から聞き取り 

９．委託等作業者の社会保障等への加入状況、労働安全対策について 

10．林地の保全や環境配慮事頄についての受託作業者への指導状況について 

11．むかわ町におけるシカの被害状況と対策について 

12．その他病害虫獣被害の発生状況と対策について 

13．森林レクリエーション活動について 

14．穂別苫小牧森林組合の地域へ貢献について 

15．SGEC 森林認証の取得への取組について地域の利害関係者への聞き取り。 

 

 

平成 19 年６月 20 日／審査委員会(書類審査) 

「確認審査」に基づいた審査結果を各審査委員に諮り、審査判定を行った。 

 

（審査委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根 明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原 輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村 勝美 

(社)林木育種協会理事長        真柴 孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会専務理事   渡辺 政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田 昭一 

 

 

【審査判定】 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、「循環の森づくり推進協議会登録森林」

は、SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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２．確認資料一覧 

 

・循環の森づくり推進協議会規約・名簿・同意書 

・森林施業計画認定書（写し） 

・森林施業計画書(団地共同)・森林簿 

・森林施業の実施に関する長期の方針 

・森林施業計画内訳(伐採計画量・造林計画量・保育計画量) 

・森林調査簿 

・対象森林位置図（：1/50000） 

・むかわ町公益的機能別施業森林区域図(ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ図1/200,000) 

・団地別林相現況図（1/5000） 

・団地別森林 GIS（1/5000） 

・胆振東部地域森林計画書（平成 18～28 年度） 

・むかわ町森林整備計画書変更(平成 18～28 年) 

・むかわ町有林「森林のパワーアップ計画」管理経営計画（平成 19～23 年） 

・町有林森林カルテ 

・循環の森づくり推進協議会「森林づくり基本指針」 

・生物多様性の保全を考慮した施業指針 

・森林巡視実施要領 

・循環の森づくり推進協議会「伐採・搬出マニュアル」 

・施業実施仕様書 

・作業路等開設マニュアル 

・作業現場における油類の取扱マニュアル 

・林業薬剤管理マニュアル 

・北海道防除実施基準（北海道水産林務部） 

・安全作業マニュアル 

・安全衛生及び健康管理マニュアル 

・穂別苫小牧森林組合安全衛生管理体制図 

・安全・訓練等の実施記録 

・林野火災予消防マニュアル 

・平成 18 年度むかわ町林野火災予消防対策要領（むかわ町） 

・林野火災連絡系統図 

・火入れ許可書（むかわ町） 

・第 12 回親子ふれあい森林体験学習実施要領 

・カラマツ間伐施業指針(北海道林務部監修) 

・トドマツ人工林間伐の手引き(北海道林務部監修) 

・「植える本数を減らしてみませんか」グイマツ雑種 F1 の低密度植栽(北海道) 

・河畔林のはたらきとつくり方(北海道立林業試験場) 

・国指定文化財等データベース(文化庁) 

・「北海道レッドデータブック」（北海道） 

・「むかわの生き物」（穂別博物館） 

・穂別苫小牧森林組合の概要（穂別苫小牧森林組合） 

・穂別の森「緑の教科書」(胆振東部森林管理署) 

・平成 18 年度カラマツ密度管理モデル林調査報告書(北海道胆振森づくりセンター) 

・森林の持つ二酸化炭素吸収・貯蔵機能について(北海道)
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Ⅲ．判定事由書 
 

循環の森づくり推進協議会登録森林の審査における判定事由  

 

【審査判定】 

「企画審査」での審査委員により、ＳＧＥＣの定める７つの基準・36 の指標・67 のガイドラインのう

ち、「循環の森づくり推進協議会登録森林 審査判定表」のとおり、64 頄目を「審査要件」として決

定した。 

「審査要件」に基づき「確認審査」を行い、審査判定について審査委員に諮ったところ、循環の森づ

くり推進協議会登録森林は、認証に価すると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記５頄目について、「向上目標」が付記された。 

 

 

【向上目標】 

 

１．会員及び従業者に、今後さらに「森林づくり基本指針」及び「生物多様性を考慮した施業指針」 

を徹底し、認証森林のモデル的な管理が行われることが望まれる。 

 （３－２－１） 

 

２．伐採後は、裸地状態をより早期に解消するため、さらにきめ細かい対応に努め、更新の確実を期 

すことが望まれる。 

 （４－２－１） 

 

３．天然更新の採用に当たっては、的確な更新補助作業を行うとともに、更新が不十分な場合には、 

人工造林も視野に入れ、より確実な更新を図ることが望まれる。 

 （４－３－１） 

 

４．循環の森づくり推進協議会で定めた「森林づくり基本 指針」等、マニュアル・指導文書のより 

一層の徹底を図るため、従業員や委託者に対する教育研修に努め、知識・技術レベルの共有を図る 

こと。 

 （５－３－１) 

 

５．巡視及びモニタリングを継続的に実施することにより、管理森林の状態を常に把握するよう努め 

るとともに、その結果は、今後の森林管理・経営に役立てること。 

 （７－１－１) 
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基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定  

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確であること。 

 

 １－１－１／妥当である 

認証対象森林は、北海道勇払郡むかわ町穂別地区(旧穂別町)に所在する「循環の森づくり推進協

議会(以下：同協議会)」に登録された森林 3,790.43ha である。 

同協議会は、穂別苫小牧森林組合が中心となって、むかわ町と、賛同する地区内の森林所有者(穂

別苫小牧森林組合有林および町有林の一部、外 14 名)で構成され、グループで森林認証にふさわ

しい持続可能な森林管理に取り組むものである。 

会員のグループ参加意志を同意書により確認するとともに、「森林簿」「森林計画図」により、

森林所有者および区域が明確であることを確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 

樹種又は林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されていること。  

 

 １－２－１／妥当である 

上記「森林簿」が常備されており、５年おきの森林施業計画樹立時の森林調査によって更新され

ている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭であること。 

 

 １－３－１／妥当である 

森林計画図を樹種別に色分けした「林相現況図」（1/5000）を常備している。 

なお、森林 GIS（森林管理システム）を導入しており、対象森林の位置は、現地及び図面上で明

確であることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている  

 こと。管理計画の中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に 

関する基本方針が策定されていること。 

 

 １－４－１／妥当である 

認証対象森林は、胆振東部森林計画区に位置しており、「むかわ町森林整備計画」において、「水

土保全林」と「森林と人との共生林」に区分され、それぞれ「望ましい森林の姿」と「整備およ

び保全の基本方針」が明示されている。 

同協議会では、上記森林整備計画に則った「森林づくり基本指針」及び「生物多様性を考慮した

施業指針」を作成し、個々の森林の特性に応じた施業を行うこととしている。 

 

 １－４－２／妥当である 

対象森林の個々の森林施業計画書(24 団地)および森林施業計画認定書の写しを確認した。 

同協議会は「森林施業の実施に関する長期の方針」を補完するため、「持続可能で環境に配慮し

た森林管理による林産資源の循環利用の促進を図っていく」ことを目的とした「森林づくり基本
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指針」および環境方針を作成し、これに基づき施業が実施されていることを現地で確認した。 

 

 １－４－３／妥当である 

同協議会では、「SGEC 森林認証の基準・指標を遵守」するための具体的な「森林づくり基本指針」

及び「環境方針」を示している。 

 

１－５．人工林のみでなく、天然林についても、地域の特性を考慮し適切な管理計画が  

 樹立されていること。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象森林の 4 割を占める天然林は、過去の伐採跡に更新した広葉樹二次林が大部分である。長和

地区など一部に比較的高齢のトドマツを主体とする針広混交林も残されているが、30 年ほど前に

択伐が行われており、優良大径木は尐ない。 

「森林施業計画書」および「森林づくり基本指針」により、天然林は「保全の森」と「活用の森」

に区分し、森林の多面的機能の向上を目的とした維持と活用の両面での管理が行われており、

「地域森林計画」「むかわ町森林整備計画」に照らして適切である。 

 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められて 

いるとともに、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められていること。 

 

 ２－１－１／妥当である 

認証対象森林は、胆振東部森林計画区に位置しており、「胆振東部地域森林計画」及び「むかわ

町森林整備計画」において、「百年先を見据え、地域の特性に応じた森林づくりを進めるため、

自然条件、生物多様性や森林景観などをふまえ」て「水土保全林」「森林と人との共生林」に区

分され、それぞれに応じた整備方針が立てられている。 

同協議会では、上記方針をより明確にするための「森づくり基本指針」及び「生物多様性を考慮

した施業指針」を作成し、個々の目標に応じた森林整備に当たっている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

天然林についてはナラ類、カバ類、イタヤなどを主体とする広葉樹林が大半で、長和地区などに

高齢級の針広混交林からなる天然林も見られるが、全域で過去に択伐が行われており、大径木は

尐ない。そのほかの天然林も伐採後に天然更新した二次林である。 

同協議会では「森づくり基本指針」により、「保全すべき森林」と「活用すべき森林」に分け、

長和地区などの高齢級天然林については、「保全すべき森林」として「天然力を活用し、必要に

応じ人為により機能向上を図る」こととしている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、  

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められて 

いること。 
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 ２－２－１／妥当である 

森林計画図を樹種別に色分けした「林相現況図」及び森林 GIS により、構成要素が明示され、正

確な把握に努めている。 

なお、地元の穂別博物館の調査によって、穂別地区の動植物は、「むかわの生き物」として記録

されている。 

 

 ２－２－２／妥当である 

北海道立林業試験場作成の「河畔林のはたらきとつくり方」を参考としており、水辺林の重要性

は地域に浸透してきている。 

同協議会の「生物多様性の保全を考慮した施業指針」(以下：施業指針)により、「河川や湖沼周

辺の水辺林等」は、伐採を控え、自然林に誘導するとし、対象地内の鵡川及びその流域に水辺林

が保全されていることを確認した。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

地元の穂別博物館の調査によって、地域の動植物は、よく調べられており、「むかわの生き物」

として記録されている。 

同協議会では、「北海道レッドデータブック」を常備し、巡視時などの情報収集に努めており、

「保護上重要な動植物が生息・生育することが確認された場合は、行政機関に連絡し、専門家の

意見を聞いた上で、保護マニュアルを定め、必要な保護対策を行う」こととしている。 

 

 ２－３－２／妥当である 

対象森林の水辺等には、自然植生がよく残されている。 

また、人工林においても、侵入してきた広葉樹等を、植栽木の生育に影響のない程度に残すよう

努めている。 

 

 ２－３－３／妥当である 

「生物多様性を考慮した施業指針」により、「林道・作業道の新設にあたっては、①林道規程を

遵守する。②作業道は切り土法面の低い施工に努める。③可能な限り間伐材等の木質系資材を有

効利用するとともに、小動物の生育・繁殖を妨げないように努める」こととしている。 

現場では、林道の土留めや水切り、水たたき等の工作物に間伐材等の木質材料が多様されており、

ヤナギ類の直挿工法なども取り入れ、環境負荷の低減に努めていることを確認した。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。  

 

 ２－４－１／妥当である 

長和地区などの自然度の高い天然林については、「森林づくり基本指針」により、「区域内の動

植物の生育状況を把握し、優良天然林等は箇所に応じて保全すること」としており、今後、巡視

や関係者への聞き取りなどによって、植生の把握に努めることとしている。 
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基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護  

 樹帯を設けていること。 

 

 ３－１－１／妥当である 

「生物多様性を考慮した施業指針」により「尾根筋に保護樹林帯を、沢筋等には水辺林を極力残

地し、水土保全と生物多様性の保全に配慮していく」こととしており、急傾斜地や石礫地、沢沿

いに、広葉樹からなる保護樹帯が設けられていることを確認した。 

 

 ３－１－２／妥当である 

過去に一部沢筋や急傾斜地まで植栽された人工林がで見られるが、これらは、今後、長伐期化を

図り、混交林へと誘導していくこととしている。 

近年の伐採にあたっては、尾根筋、水系などに保護樹帯を残していることを確認した。 

 

３－２．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響 

を考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されていること。  

 

 ３－２－１／妥当である（向上目標） 

近年、安住地区において天然生林の一小班(34.46ha)の伐採が行われたが、これは、施業計画に

基づき、5 年間にわたって逐次分散して伐採されたものであり、伐区内の沢筋等に保護樹帯が適

切に設置されていることを確認した。 

対象森林は「むかわ町森林整備計画」において、ほぼ全域が「水土保全林」に区分されており、

皆伐に当たっては、裸地面積の縮小に一層の配慮が求められていることから、同協議会では、「生

物多様性を考慮した施業指針」に基づいて、今後さらに 1 カ所当たりの面積の縮小と分散に努め

るとともに、適切な保護樹帯の設置を徹底していくこととしている。 

なお、保安林等制限林の指定施業要件は遵守されていることを確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

同協議会の「生物多様性を考慮した施業指針」により「立木の伐採については、森林の有する多

面的な機能の維持増進を図るため、気候、地形、土壌等の自然的条件、森林の資源構成、森林に

対する社会的要請、施業制限の状況、木材の生産動向等に十分留意して行う」こととしており、

請負作業班には、「循環の森づくり推進協議会 伐採・搬出マニュアル」を定め、水土保全・生

物多様性への配慮をさらに徹底していくことを確認した。 

 

３－３．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が  

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－３－１／妥当である 

同協議会では「作業現場における油類の取扱マニュアル」及び「林業薬剤管理マニュアル」に基

づき、適切な管理のもとで使用されている。 

林業薬剤を使用する場合は、上記マニュアルにより「森林病害虫等防除法及び農薬取締法などの
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関連法令に基づき、必要最小限の使用にとどめる」こととしている。" 

 

３－４．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

林道・作業道の新設にあたっては、林道規程、林地開発許可等の基準によるほか、同協議会の「作

業路等開設マニュアル」に基づき、水土保全、生物多様性の保全、環境に十分に配慮して計画・

施工することとしている。 

 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 

適正に配置されていること。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、  

 それが持続できるよう定められていること。 

 

 ４－１－１／妥当である 

「森林施業計画書」の伐採計画に基づいた伐採が行われていることを確認した。 

同協議会の「生物多様性を考慮した施業指針」により、「一箇所当たりの伐採面積の規模を概ね

10ha 以下とし、伐採箇所の分散に極力配慮するものとする。特に水土保全林にあっては、更新時

に林床が裸地化する面積及び期間を縮小させるため、森林の面的広がりや森林の構造に留意し、

一箇所当たりの伐採面積の縮小及び分散並びに伐採林齢の長期化を図る」としている。 

 

 ４－１－２／妥当である 

同協議会の「生物多様性を考慮した施業指針」における伐採に関する方法などは、「むかわ町森

林整備計画」の施業基準に準拠しており、それに従って作業が行われていることを確認した。 

なお、対象森林の「森林施業計画書」の伐採計画には、小班ごとの実施年度、伐採種、伐採率、

面積、材積が明示されている。 

 

 ４－１－３／妥当である 

伐採の実行時期に多尐の繰り延べ等はあるが、「森林施業計画書」の伐採計画に従って実行され

ていることを確認した。 

 

４－２．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 

施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。  

 

 ４－２－１／妥当である（向上目標） 

施業履歴に、伐採と更新の実績が記録されている。 

対象森林の安住地区に４０㌶前後の伐採跡地が２箇所ある。１箇所については現在年次的に造林

を実施し、解消を図っている。もう１箇所についてはすでに萌芽による天然更新がほぼ完了して

いることを確認した。 
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伐採地については、同協議会「生物多様性を考慮した施業指針」に基づき「原則として伐採後２

年以内に更新を図る」ことを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

同協議会「生物多様性を考慮した施業指針」の更新方法などは、「むかわ町森林整備計画」の施

業基準に準拠していることを確認した。 

また、「森林施業計画書」の造林計画に、箇所ごとの実施年度、更新方法、樹種、面積、本数等

の予定が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－３／妥当である 

同協議会「生物多様性を考慮した施業指針」により「人工造林の対象樹種は、気候・地形・土壌

などの自然条件への適応樹、それぞれの樹種の特質、既住の成林状況など適地適木を基本とし、

地域における造林種苗動向及び木材利用状況等を勘案し、選定する」としている。 

近年、野鼠害への対応と技術合理性の観点から、北海道のすすめるグイマツ雑種 F1 による 1000

本/ha 程度の低密度植栽も検討を始めている。 

なお、グイマツはカラマツ同様、外来種であるが、生態系への影響は尐ないとされている。 

 

 ４－２－４／妥当である 

植え付け後は、巡視等により、その地に根付かなかった苗木が確認された場合は、すみやかに補

植を行っている 

 

４－３．天然林についても、的確な更新作業が行われていること。  

 

 ４－３－１／妥当である（向上目標） 

対象森林の安住地区に前記した４０㌶前後の天然林の伐採跡地が２箇所ある。１箇所については

現在年次的に人工造林を実施し、解消を図っている。もう１箇所についてはすでに萌芽による天

然更新が進行していることを確認した。 

今後の伐採に当たっては、「生物多様性を考慮した施業指針」に基づき「自然景観や地域住民の

生活環境等に与える影響を最小限にするため、大面積による伐採を避けることとし、確実な天然

更新を促すため保護樹林帯を残す。また、ぼう芽により更新を確保する場合は、ナラ類等の更新

が確実なものを対象とし、優良なぼう芽を発生させるため、樹液の流動期（６～８月）を避けて

伐採するものとする。」などの措置を採ることを確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

将来は、天然林の優良木を中心に択伐を実施する方針であるが、当面は育成途上であることから、

人為の関わりは最小限として、必要に応じて不良木の択伐などの改良や植え込みなどを実施する

こととしている。 

 

４－４．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて  

 いること。 
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 ４－４－１／妥当である 

同協議会「生物多様性を考慮した施業指針」に基づいて、下刈り、除伐等の保育作業が計画的に

実行されている。 

同指針において、下刈りや除伐の際に、「目的樹種以外であっても、その生育状況、公益的機能

の発揮及び将来の利用価値等を勘案し、有能なものは保存・育成するもの」としていることを確

認した。 

 

 ４－４－２／妥当である 

最近５年間の施業履歴に保育の実績が記録されており、その実施状況を現地で確認した。 

「森林施業計画書」の保育計画に、作業種、実施年度、期間、面積が明示され、実行されている

ことを確認した。 

 

４－５．必要に応じて間伐が的確に実行されること。  

 

 ４－５－１／妥当である 

「森林施業計画書」の伐採計画(間伐)に必要事頄が明示され、計画的に間伐が行われている。 

 

 ４－５－２／妥当である 

同協議会「生物多様性を考慮した施業指針」の間伐方法などは、「むかわ町森林整備計画」の施

業基準に準拠している。 

除・間伐の際には、林内に現存する広葉樹などを適度に残している。 

 

 ４－５－３／妥当である 

最近５年分の施業履歴に、保育間伐、収入間伐の実績が記録されており、その実施状況を現地で

確認した。 

人工林の林内は、明るく保たれるとともに下層植生が維持され、適切な間伐が実行されている。 

 

４－６．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られていること。  

 

 ４－６－１／妥当である 

エゾヤチネズミ防除のため、火入れ地拵えや殺鼠剤の空散が行われているが、火入許可、使用薬

剤、仕様書・届けなど、適切に対処されていることを、地元行政など関係機関で確認した。 

同協議会では、生物多様性の保全、水土保全の観点から、健全な森林の育成に努め、病虫害の発

生の抑制に努めることを原則としているが、林業薬剤を使用する場合は、関連法令及び「林業薬

剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、必要最小限の使用にとどめることとしている。 

 

 ４－６－２／妥当である 

最近５年間の森林被害と対処措置の記録が、整備されている。 

 病害：特になし 

 虫害：特になし 

 獣害：H15 年にエゾヤチネズミによる造林木の被害が 

    3.54ha 発生し、被害地は翌年改植されている。 
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その他、エゾシカによる食害が全域で発生している。 

北海道が、特定鳥獣保護計画によって、頭数調整などに取り組んでいるが、ハンターの確保が進

まず、被害は拡大傾向である。 

 

４－７．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られていること。  

 

 ４－７－１／妥当である 

対象森林における林野火災発生防止のため、「林野火災予消防マニュアル」を作成し、森林管理

巡視体制を整備するとともに、むかわ町林野火災予消防対策協議会の一員として、森林火災の発

生防止及び消火体制を整えている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

同協議会では、「林野火災予消防マニュアル」及び「むかわ町林野火災予消防対策要領」に基づ

いて、従業員への日常の注意指導とともに、 地域の消防団、関係機関が実施する「山火事パレ

ード」等の消防行事などに積極的に参加していることを確認した。 

 

 ４－７－３／適用除外 

該当なし。対象森林内に森林火災被害跡地が無いことを確認した。 

 

４－８．農薬など化学物質の使用については、法令などを遵守し、かつ必要最小限の  

 使途にとどめていること。 

 

 ４－８－１／妥当である 

同協議会では、関連法令に基づいた「林業薬剤管理マニュアル」を定め、林業薬剤を使用する場

合は、適切な管理のもと、必要最小限の使用にとどめることとしている。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

「森林づくり基本指針」にもとづき、関連法令を遵守している。 

 

 ５－１－２／妥当である 

同協議会に「林野小六法」「環境六法」などの法令集が常備されており、いつでも参照できる環

境が整えられている。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されていること。 

 

 ５－２－１／適用除外 

むかわ町役場の担当者により、認証対象森林には、入会権などの慣習的利用権がないことを確認
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した。 

 ５－２－２／適用除外 

該当なし。上記により除外 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や  

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っていること。  

 

 ５－３－１／妥当である（向上目標） 

同協議会では、「森林づくり基本指針」及び「生物多様性を考慮した施業指針」等のマニュアル

を定め、従業員及び委託者に研修指導を行い、地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全

など、環境に配慮した施業を行っていくこととしている。 

 

 ５－３－２／妥当である 

同協議会では、「安全作業マニュアル」及び「安全衛生及び健康管理マニュアル」を定め、作業

現場での日常の注意・指導に当たっている。 

穂別苫小牧森林組合の安全・訓練等の実施記録により、基本動作確認、造林作業における安全対

策、下刈り作業時のハチ対策等の研修が行われていることを確認した。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている 

こと。 

 

 ５－４－１／妥当である 

対象森林整備の主体である穂別苫小牧森林組合の職員、及び労務班の雇用従業者は、労災保険な

ど法で定められた社会保険制度に加入していることを確認した。 

今後、法的要件を満たしていない下請け者についても、加入を勧めていくこととしている。 

 

 ５－４－２／妥当である 

穂別苫小牧森林組合では「安全衛生管理体制」を整備し、「安全作業マニュアル」及び「安全衛

生及び健康管理マニュアル」を定め、自主的安全活動に努めている。 

また、年４回、労務班を対象とした作業安全に関する講習会を開催するなど、労働災害の防止に

努めている。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．市民に自然に触れ合う機会／場所の提供に努めていること。  

 森林を地元にできるだけ公開し、便益の提供をすること。  

 

 ６－１－１／妥当である 

メンバーの穂別苫小牧森林組合や町では、「親子ふれあい体験学習」や「マザーズ・フォレスト

町民植樹祭」などの森林体験イベント等を毎年行ってきている。 

今後は、これまで蓄積してきたノウハウをメンバーで共有し、さらに深い知識、わかりやすさ、
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興味を引く事頄を検証し、内容の充実を図っていくことしている。 

 

６－２．入山者に対する環境教育、安全などへの指導および対策が整備されていること。 

 

 ６－２－１／妥当である 

主要メンバーの穂別苫小牧森林組合では、毎年夏休みに地域の親子を対象とした「親子ふれあい

森林体験学習」事業を実施している。12 年目となった昨年は、森林での間伐・枝打と丸太切リ、

木工体験を組み合わせて実施している。 

また、対象森林内には、「ふれあい体験の森」やカラマツ高齢林が保存されている「中村記念公

園」などのレクリエーションの森が設置され、案内板や解説板、歩道等が適切に整備されている

ことを確認した。 

 

 ６－２－２／妥当である 

対象森林の入口付近に看板を設置するなど、山火事防止、動植物の乱獲防止、ゴミの持ち帰りな

ど、マナーの啓発に努めている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、 

適切な対応がとられていること。 

 

 ６－３－１／妥当である 

対象森林には、むかわ町森林整備計画及び「森林づくり基本指針」により「森林と人との共生林」

がゾーニングされている。これらには、展望所や歩道等が適切に設置され、管理の基本指針に応

じた適切な整備が図られていることを確認した。 

 

 ６－３－２／妥当である 

対象森林内に自然公園や景観保全、生活環境保全のための保安林等は設けられていない。 

「森林と人との共生林」とゾーニングされている区域における森林施業は、むかわ町森林整備計

画の基準・規範に適合し、里山的な景観の維持等が図られていることを確認した。 

 

 ６－３－３／妥当である 

対象森林内には、むかわ町によって「ふれあい体験の森」や、カラマツ高齢林が保存されている

「中村記念公園」などのレクリエーションの森が設置され、遊歩道や展望所、四阿等が整備され、

地域住民に親しまれている。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている 

こと。 

 

 ６－４－１／妥当である 

指定文化財ではないが、対象森林内町有林に高齢級のカラマツ人工林が、「カラマツ高齢級展示

林」として、町による不伐の森とされている。 

この展示林は、1916 年に植栽されたもので、北海道内では、最古級のカラマツ人工林とされてい

る。周辺は、公園として解説板なども整備され、「中村記念公園」として地域住民に親しまれて
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いる。 

 

 ６－４－２／妥当である 

対象森林内には、前記展示林のほか、北海道の設置による「ウダイカンバ人工林施業モデル林」、

「カラマツ密度管理モデル林」が展示林として管理され、モニタリング調査が行われている。 

なお、同推進協議会では、カラマツ人工林 CO2 吸収量実証展示林等を設置していくこととしてい

る。 

 

６－５．「緑の循環システム」の趣旨が尊守されるよう、認証森林より産出された認証林 

産物を、消費者に対し適正に提供するために、認証林産物が、明確に区分けされるよう 

努めること。 

 また、認証森林から産出される認証林産物が、緑の循環資源として、多様な用途に有効 

活用されていること。 

 

 ６－５－１／妥当である 

素材生産・製材加工部門を担う穂別苫小牧森林組合は、同時に分別・表示事業体認定を申請して

おり、認証林産物の分別・表示管理方針を策定するとともに、積極的に認証材の販路開拓を行っ

ていく考えである。 

 

 ６－５－２／妥当である 

穂別苫小牧森林組合では、間伐材等小径木の有効利用を図るため、直営の小径木加工場を経営し

ている。そのため、加工材は、町内対象森林内の林道・作業道の土留などの構築物や、公園施設

などに多数利用されていることを確認した。 

また、町内のバス待合所やキャンプ施設などに、用途開発の遅れているストローブマツの校倉構

法を試験的に導入するなど、未利用資源の有効利用にも積極的に取り組んでいる。 

 

６－６．対象森林の管理・整備が地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源としてプラスになる 

よう努めていること。 

 

 ６－６－１／妥当である 

同推進協議会では、「廃棄物ゼロを目指し、森林から産出される資源をできるだけ活用」するこ

とを「森林づくり基本指針」としており、穂別苫小牧森林組合では、これまでの小径木加工場に

加えて、H18 年より林地残材やオガ粉、バーク等バイオマスを原料とした木質ペレットの生産に

も取組始めている。 

地球温暖化防止への貢献が期待されている木質バイオマスの有効利用への取組は、特筆される。 

 

 ６－６－２／妥当である 

同協議会では、「環境方針」及び委託者向けの「施業実施仕様書」を定め、作業中の化石燃料の

削減に努めることに努めている。 

 

６－７．地元住民、利害関係者等との対話連携を図り、地域社会における役割と貢献に 

 配慮して取り組んでいること。 
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 ６－７－１／妥当である 

循環の森づくり推進協議会は、持続可能な森林管理を行うことを目的とする森林所有者、むかわ

町、穂別苫小牧森林組合とで組織された協議会で、規約に基づき、森林認証制度の取組みを推進

することにより、地域の森林管理レベルを向上させようとするものである。 

その目的のため、地域に対して、森林認証制度の普及、啓発及び取得に関すること、森林環境の

保全と森林環境教育に関すること、森林ボランティア活動に関すること、その他林産資源の循環

利用促進に関する施策の提言や活動を努めて行うこととしている。 

 

 ６－７－２／妥当である 

同協議会では、生物多様性への配慮や過去の施業を整理し見直すことの必要性など、森林認証を

取得するにあたって検討された知見等を、これから新たに協議会に加わってくるメンバーや地域

の他の森林所有者にも普及、定着させることを目指して活動していくこととしている。 

 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを適宜実施する 

こと。 

 モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが  

 図られること。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標） 

同協議会では、「森林巡視実施要領」にもとづき、巡視及び作業確認時に実施するモニタリング

・チェック頄目を設定し、モニタリング調査を継続的に実施することとしている。 

なお、同推進協議会では、対象森林にカラマツ人工林の CO2 吸収量実証展示林を設置し、定点モ

ニタリング調査による成長量の正確な把握と、森林の CO2 吸収機能のＰＲに努める計画である。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行って  

 いる場合、その調査に対する協力体制が整っていること。  

 

 ７－２－１／妥当である 

北海道や穂別博物館などの行っている調査等には、積極的に協力しており、今後も第三者機関等

の要請があれば、協力体制を整える意向である。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業  

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されていること。  

 

 ７－３－１／妥当である 

森林簿及び履歴簿に施業履歴等の記録が残されている。 

過去五年間の森林被害の記録は、次の通りである。 

病害：特になし 
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虫害：特になし 

獣害：H15 年    野鼠害 3.54ha 

森林火災：特になし 

気象害：平成 16 年に台風被害 5.6ha 

         着雪被害 28.21ha 

現在、町有林を中心として、小班ごとの各種情報を整理した「森林カルテ」の整備を進めている。 

 

７－４．管理計画、モニタリングについては、公正・公開を原則とすること。  

 

 ７－４－１／妥当である 

「森づくり基本指針」に基づき、管理方針やモニタリングの結果について原則として、一般に公

開する考えである。 


